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➢ 令和５年４月２７日から、マイナンバーカード

を使った実証事業を行います。

➢ 県公式LINEに登録し、マイナンバーカードと

連携された方に、県有施設を無料で利用

できる電子クーポンを発行します。
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➢ 電子クーポンは９月３０日までの間、対象施

設でお一人合計３回まで利用できます。

担当：情報システム課

➢ 対象施設（10施設）など詳細は、チラシをご

覧ください。


